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 ４月下旬から，新型インフルエンザ（H1N1）報道

に神経をとがらせている学校関係者が多かろうと思
われる。しかし，事態は流動的とはいえ，まだ国内
感染者が出たとの報道がないのは救いである（５月

６日午後６時現在）。 

 

 ところで，今年４月１日から学校保健安全法が施

行されている。感染症との関連で，法改正を読んで
みるとどうか。 
 大幅な改正にもかかわらず，感染症関連の諸規定

に関しては，次のように下線を施した部分が改めら
れただけであり，各条文の趣旨に変更はない。 
第４節 感染症の予防 

 （出席停止） 
第 19 条 校長は，感染症にかかっており，かかっている
疑いがあり，又はかかる恐れのある児童生徒等があると
きは，政令で定めるところにより，出席を停止させるこ
とができる。 

 （臨時休業） 
第 20 条 学校の設置者は，感染症の予防上必要があると
きは，臨時に，学校の全部又は一部の休業を行うことが
できる。 

 （文部科学省令への委任） 
第 21 条 前２条（第 19 条の規定に基づく政令を含む。）
及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成 10 年法律第 114 号）その他感染症の予防
に関して規定する法律（これらの法律に基づく命令を含
む。）に定めるもののほか，学校における感染症の予防
に関し必要な事項は，文部科学省令で定める。 
 
 学校保健安全法の施行に対応すべく，同法の施行

令（政令）と施行規則（文部科学省令）も改正され
たが，その公布は，本年３月 25 日であった。この
ような事情から，市販の教育関係六法では，改正法

は掲載できても，施行令と施行規則は旧規定のまま

である。新学年度開始の直前であったが，とにかく，

学校保健安全法の施行に同法施行令と施行規則の公
布は間に合った（以下，「改正法施行令」「改正法施
行規則」という）。 

 

 改正法施行令では，改正法第 18 条（改正前は第
20 条）の「学校の設置者は，この法律の規定による

健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場
合においては，保健所と連絡するものとする」との
規定に対応して，（保健所と連絡すべき場合）とし

て，「一 法第19条の規定による出席停止が行われ
た場合 二 法第 20 条の規定による学校の休業を
行った場合」を新たに規定した（第５条）。 

 校長による出席停止の指示（第６条），出席停止
に関する報告（第７条）の規定は，条文中，「伝染
病」が「感染症」に改められた以外は，技術的な改

正が行われているだけである。なお，第８条（旧第
７条）については，条文見出しが（感染症又は学習
に支障を生ずるおそれのある疾病）に改められてい

ることに注意したい。 
 次に，改正法施行規則では，改正前「第２章 伝
染病の予防」が「第３章 感染症の予防」に改めら

れている。しかし，感染症の種類（第 18 条），出席
停止期間の基準（第 19 条），出席停止の報告事項（第
20 条），感染症の予防に関する細目（第 21条）の諸

規定は，どれも技術的なレベルでの用語入替えが行
われているだけで，条文の趣旨に変更はない。 
当面，文部科学省や教育委員会からの新たな通知

等の見落としのないように注意し，感染症対策に万
全を期したい。 （わかい・やいち＝上越教育大学長） 
★本紙は，http://www.kyouiku-kaihatu.co.jpでも掲載 
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